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和島支所庁舎 清涼飲料水自動販売機設置事業者募集要項 

 
この公募は、一般競争入札方式により、和島支所庁舎に自動販売機を設置する事業者を決

定するものです。 
入札に参加される方は、次の各事項を御承知の上、お申し込みください。 

 
１ 自動販売機設置方法 

  長岡市財務規則（平成３年規則第１５号）第２０９条及び第２１４条から第２１８条ま

での規定に基づく行政財産の貸付（以下「貸付」とします。）により、自動販売機を設置す

るものです。 
 
２ 貸付物件及び貸付条件 

施設名 貸付箇所 貸付寸法 
自動販売機 
販売品目 

（指定品目）

指定事項 

和島支所庁

舎 

長岡市小島谷 3434 番地 4 
情報ラウンジ通路内 

（「自動販売機設置位置図」参

照） 

幅  1.8m
奥行 1.0m

清涼飲料水 
（缶、ビン、ペ

ットボトル）

 
自動販売機設置台数は１台

のみとします。 
機種は、災害用機器とする

（災害発生時に自動販売機内

の飲料を取り出し、被災者等

へ提供できるもの）。 
 

※ 貸付寸法には、回収ボックス、電源接続部分及び放熱スペースを含みます。 
  ※ 自動販売機、回収ボックス以外の設置物は認めません。 
 ※ 自動販売機の機種によっては、電源コードがコンセントの位置に届かない等の支障が

ある場合も考えられるため、必ず入札(応募)前に設置場所を確認してください。 
 
３ 契約上の条件等 

(1) 貸付期間 

令和７年３月２２日から令和１０年１月３１日までの２年１０月１０日間 
ただし、協議の上、貸付期間の終了後の最初の２年間に限り更新を認めることがありま

す（貸付料率は変更しません）。 
なお、貸付期間満了の３カ月前に、長岡市へ更新の有無の意思表示をするものとする。 

(2)貸付料等 

ア 貸付（月額）料 
自動販売機に係わる毎月の売上金額に貸付料率を乗じて得た額（円未満切り捨て）

と、貸付面積に対する当該年度の市有財産評価額に５／１００を乗じ、月割りした額

（円未満切り上げ）を足した額とし、消費税及び地方消費税を別途加算します（円未満

切り捨て）。 



市有財産評価額 × 5/100 × 貸付面積/総面積(㎡) ÷ 12か月 ＝ ① 
当月売上金額 × 貸付料率(％) ＋ ① ＝ 当月貸付料 
当月貸付料 ＋ 当月貸付料×消費税率  ＝ 当月納入額 

  イ 電気料 
使用実績に基づき、毎月算出します。 

 (3)支払いの方法 

長岡市が毎月発行する納入通知書により、指定する期日までに支払うものとします。 
 (4)自動販売機の設置について 

設置に当たっては、耐震対策（「自動販売機の据付基準」（ＪＩＳ規格）及び「自動販売

機据付規準」（耐震化技術研究会策定）を遵守した転倒防止装置の設置等）を行ってくだ

さい。 

施工方法については、施工計画書を任意の書式により作成し、入札申込み時に提出して

ください。 

 (5)維持管理 
    ア 商品補充や金銭管理等の自動販売機の維持管理は、設置者の責任において行ってくだ

さい。 
イ 販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを、原則として自動

販売機横に設置し、適切に回収及びリサイクルしてください。 
ウ 賞味期限に注意する等、販売品の衛生管理を徹底してください。 
エ 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、設置者の責任において対応していた

だきます。また、自動販売機に、故障時等の連絡先を明記してください。 
 

４ 禁止事項 

 (1) 貸付物件を指定用途以外の用途で使用することはできません。 

 (2) 貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすることはできません。 

 (3) 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。 

(4) 酒類の販売を行うことはできません。 
 ※ 落札者が維持管理について第三者に委託すること、及び自動販売機自体をリース等によ

り設置することは、禁止しません。 
 

５ 入札参加資格の要件 

(1) 次の要件をすべて満たす法人又は個人が、入札に参加することができます。 
ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ない者 
イ 市税を滞納していない者 
ウ ３年間以上の自動販売機設置運営事業の実績を有し、現在も継続していること 
エ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許 



を有していること 
  オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５ 

条第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者 
カ 公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体又はその団体に属さない者 
キ 市内に本支店又は営業所等の営業拠点を有する法人又は市内在住の個人 

(2) 前項目をすべて満たした場合でも、次の要件に該当する者は、入札に参加できません。 
ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者 

イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 

ウ 暴力団員であると認められる者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

カ 法人であって、その役員（その支店又は営業所を代表する使用人を含む。次号において

同じ。）が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの 

キ 法人であって、その役員がウからオまでのいずれかに該当する者であるもの 

※落札者が、入札参加資格の要件を満たしていないことが判明した場合、ただちに貸付

契約を解除します。すでに支払われた貸付料は、返還しません。 
 

６ 入札申込手続 

(1) 申込受付期間 

令和７年２月２０日（木曜日）から令和７年３月６日（木曜日）までの間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土・日曜日及び祝日を除く。 

(2) 申込受付場所 

長岡市小島谷３４３４番地４ 

長岡市和島支所庁舎１階 長岡市北部地域事務所 

  (3) 申込方法 

申込受付場所に、必要書類を持参してください。 

なお、郵送、電話、ファクシミリ及び電子メールによる受付は、行いません。 

(4) 申込必要書類（各１部） 

ア 入札参加申込書（様式１） 

イ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 

 【法人の場合】商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し 



 【個人の場合】住民票の写し 

ウ 市税の未納がないことの証明書 

エ 誓約書（様式２）(過去２年以内に市に提出したことがある場合は、不要です。) 

オ 飲料自動販売機の運営実績書（様式３） 

カ 耐震対策施工計画書（書式は、任意による。） 

  (5) その他 

ア 提出された申込書類は、返却しません。 

イ 提出書類は、入札参加者の選定及び貸付事務のみに使用し、その他の目的には使用し

ません。ただし、参加資格確認のため、警察当局に情報提供する場合があります。 

    ウ 貸付物件の現場確認は、６(1)の申込受付期間内のみ可能です。その場合は、事前に北

部地域事務所施設管理班（直通(0258)74-3131）まで御連絡ください。 
 
７ 入札の手続き等 

(1) 入札の日時及び場所 

日時   令和７年３月７日（金曜日） 午前１０時００分から 

場所  長岡市和島支所庁舎１階 副室 

（長岡市小島谷３４３４番地４） 

※ 入札開始時刻に遅れた場合は、入札に参加できません。 

  (2) 入札の方法 

ア 入札書（様式４）には、貸付料率をパーセントで記載してください。なお、貸付料率

は、売上見込額に対する希望借受額（消費税相当額は含みません。）の割合です。 

イ 入札書は、当日持参してください。郵送による入札は、受け付けません。 

ウ 代理人の方が入札される場合は、委任状（様式５）を提出し、委任を受けた方の名前

で入札してください。 

エ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできませんので、十分御注意ください。 

   オ 入室会場への入室は、各社（者）１名とさせていただきます。 

  (3) 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者の入札 

イ 入札に関し、不正行為があった場合の入札 

ウ その他指定した以外の方法により入札した場合 

  (4) 落札者の決定 

ア 有効な入札を行った者のうち、最高の割合の貸付率をもって入札した者を落札者とし

ます。 
イ 最高の割合の貸付料率を入札した者が２者以上あったときは、直ちに「くじ」によっ

て落札者を決定します。 
   ウ 入札結果の公表 



開札の結果、落札者があるときはその者の名称及び貸付料率の割合を、落札者がない

ときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。 
 
８ 建物賃貸借契約の締結 

  落札者は、令和７年３月２１日（金曜日）までに契約書に記名押印していただきます。期

間内に契約書に記名押印しないときは、契約を締結しないものとみなし、落札は無効 
となります。 

 
９ 自動販売機設置時期 

落札者は、契約締結後、長岡市と協議の上、令和７年３月２８日（金曜日）までに、自動

販売機の設置を完了してください。 
 

10 契約者遵守事項 

 契約者は、契約内容及び本要項のほか、「和島支所庁舎 清涼自動販売機設置仕様書」をす

べて遵守していただきます。 


